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・本ガイドラインでは法令名を以下のように略記します。 

＜正式名称＞                    ＜略記＞ 

・建築基準法      ：法 

・建築基準法施行令     ：令 

・建築基準法施行規則      ：規則 

 

・法令等は以下のように略記します。 

・法第２条第１項第３号 →法２①三 

・平成１２年建設省告示第１３４７号 →Ｈ１２建告１３４７ 
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１．はじめに 

（１）ガイドライン策定の目的 

既存建築物の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替（以下「増築等」という。）又

は用途変更を行おうとする場合には、当該建築物について増築等又は用途変更を行う部分のみなら

ず、増築等又は用途変更を行わない既存部分も併せて建築基準法令の規定に適合している必要があ

ります。 

また、建築基準法令の改正、都市計画の変更等により、建築基準法令の規定に適合しなくなるため

に当該規定が適用されていない（以下、このような状態を「既存不適格」という。）建築物の増築等を行

う際には、当該規定を適用して現行の規定への適合を求めることとしています。用途変更（類似の用

途への変更を除く。）を行う際にも、一部の規定については現行の規定を適用することとしています。 

ただし、既存不適格である規定を現行の規定に適合させようとすると建築主の負担が過大になる

場合があることから、一定の範囲内の増築等又は用途変更を行う場合には、適用していなかった規

定を引き続き適用しない（既存不適格を継続する）こととする緩和措置（以下「既存建築物の緩和」と

いう。）を講じています。 

本ガイドラインは、既存建築ストックの有効活用の円滑化を図ることを目的に、増築等又は用途変

更を行おうとする既存建築物（以下「計画建築物」という。）及びその敷地について、建築確認・検査で

適合性を確認する建築基準関係規定のうち、建築基準法令の規定への適合状況を調査（以下「現況

調査」という。）するための手順、方法、既存建築物の緩和が適用されることの確認方法並びに確認

申請における活用を想定した現況調査報告書の作成方法を示すものです。 

 

建築基準関係規定 

建築基準法令の規定 

 

・ 建築基準法 

・ 建築基準法施行令 

・ 建築基準法施行規則 

・ 建築基準法に基づく条例 

 

→本ガイドラインにおける現況調査の対象 

その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関す

る法令の規定（令第９条ほか） 

 

・ 消防法 

・ 都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法 

・ 水道法、下水道法、浄化槽法 

・ ガス事業法 

・ 建築物省エネ法      等 

 

 

（２）ガイドラインの対象 

本ガイドラインは、既存建築物（旧第３８条（特殊の材料又は構法）に基づく認定を受けたものを除

く。）を対象とします。 
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（３）現況調査の実施者 

現況調査は、既存建築物の増築等又は用途変更を行おうとする建築主の依頼に応じて、一級建築

士、二級建築士又は木造建築士がそれぞれの設計又は工事監理が可能な建築物について実施します。

また、指定確認検査機関が現況調査を行うことも可能です。 

 

（４）現況調査を踏まえた増築等又は用途変更の考え方 

現況調査の結果、現行の建築基準法令の規定に適合しない規定について、次に掲げるいずれかの

場合には既存不適格であることが確認できるため、増築等又は用途変更の際に政令で定める範囲内

において、既存建築物の緩和が適用されます。 

・直近の建築（新築、増築、改築又は移転をいう。）、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下「建築

等」という。）の工事について検査済証の交付を受けた後に、建築基準法令の規定に適合しなくな

る改変（居室の窓がふさがれているなど建築等に該当しない行為）がされていない場合 

・直近の建築等の工事に係る検査済証の交付を受けていないが、現況調査の結果、建築等の工事

の着手時の建築基準法令の規定に適合していることが確認できた場合 

なお、直近の建築等の工事の着手時の建築基準法令の規定への適合状況が確認できない部分は、

現行の建築基準法令の規定に適合させることが必要になります。また、直近の建築等の工事の着手

時を特定できない場合は、計画建築物全体を現行の建築基準法令の規定に適合させることとします。 

 

 

■現行の建築基準法令の規定に適合しない場合の対応 

  

※政令に定める範囲内の 

増築等又は用途変更を行う場合に限る 

その他の不適合 

規定 
現行の規定に適合 

既存建築物の 

緩和の適用※ 
既存不適格の規定 

現行の建築基準法令

の規定に不適合 
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2．現況調査の方法 

（１）現況調査の流れ 

現況調査では、次の２つの調査を行います。 

調査１ 検査済証の交付状況等の調査 

調査２ 現地調査 

 

■現況調査の全体像 

 

 

 

 

  

簡易な現地調査 

直近の建築等の

工事の着手時の

特定の可否 

現地調査 

有 

可 

無 

一定の範囲内の 

増築等又は用途変更

について 

既存建築物の 

緩和を適用 

現行の規定に 

適合させる 

その他の不適合規定 

又は 

適合状況が不明の規定 

 

既存不適格の規定 

不可 

既存不適格の規定 

その他の不適合規定 

現行の規定に 

適合させる 

現況調査 

適合していない規定 

又は 

適合状況が不明の規定 

調査１－② 

調査２－① 

調査２－③ 

ここで「規定」とは、建築基準法令の規定をいう 

 
直近の建築等の工事に 

係る検査済証の交付の 

有無 

 現地調査 

調査１－① 

調査２－② 
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（２）検査済証の交付状況等の調査 【調査１】 

はじめに、計画建築物に関する直近の建築等の工事に係る検査済証の交付状況又は当該工事の

着手時について調査します。 

 

【調査１－①】直近の建築等の工事に係る検査済証の交付状況の調査 

計画建築物の所有者等が保有している直近の建築等の工事に係る検査済証を確認します。 

所有者等が検査済証を紛失している場合や、保有している検査済証が直近の建築等の工事に係る

ものかどうか分からない場合であっても、特定行政庁に対して「処分等概要書」の閲覧を請求するこ

とや「台帳記載事項証明書」の発行を受けることにより、直近の建築等の工事に係る検査済証の交付

状況の調査が可能です。 

 

【調査１－②】直近の建築等の工事の着手時の調査 

調査１－①により直近の建築等の工事に係る検査済証の交付が確認できない場合は、当該工事の

着手時を調査します。 

直近の建築等の工事に係る確認済証に添付される確認申請書の副本があれば、第三面に記載さ

れている工事着手予定年月日を確認します。 

確認申請書の副本がない場合は、それと同等の図書※１に記載された工事着手予定年月日から直

近の建築等の工事の着手時を明らかにします。 

※１ 確認申請書の副本と同等の図書として、次に掲げる図書も活用ができます 

・ 設計住宅性能評価申請書の副本 

・ 建設住宅性能評価申請書の副本 

・ 長期優良住宅建築等計画の認定申請書の副本 

・ 住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）融資の申請書の副本 

これらの図書がない場合は、工事請負契約書、登記事項証明書、固定資産税課税台帳登録事項証

明書、固定資産税の課税明細書などの書類から直近の建築等の工事の着手時を明らかにします。 
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（３）現地調査 【調査２】 

現地調査を行うに当たっては、直近の建築等の工事における計画建築物の図面や、計画建築物に

使用されている建築材料や建築設備の仕様、性能が記載された書類、特定行政庁による許可・認定

通知書その他の図書を可能な限り用意します。 

現地調査では、現行の建築基準法令の規定への適合状況を確認することを基本とします。調査項

目は、p.10～１2 のチェックリストに例示しています。調査結果は別添２の「現況調査報告書 記入例」

に示す現況調査結果表にまとめ、現地の状況を写真等により記録します。調査結果に基づき壁量計

算等を行った場合は、当該計算書等を添付します。 

現地調査の際は、新築時と異なり、既に使用されている状況であることを踏まえて、調査者が立入

り可能な場所において、歩行等通常の手段により移動できる範囲で行います。基礎や躯体により隠

蔽された部分の仕様等は、天井・床下点検口や非居室など居住に支障のない室等において、原状復

旧可能な範囲で部分的に切り欠いたり、ファイバースコープ等の器具や計測機器等を用いたりして、

可能な限り当該部分の状況を確認します。基礎の配筋寸法や間隔については、非破壊検査等を専門

に行っている調査会社に技術協力を得て調査することも考えられます。 

やむを得ず調査が不可能な箇所が生じた場合は、当該箇所とその理由を報告書に明記します。た

だし、適合状況が「不明」となる規定については既存建築物の緩和を適用することができなくなるた

め、緩和を適用してなるべく経済的に増築等又は用途変更を行うためには、建築物の所有者等にこ

の旨を説明し、現地調査に可能な限りの協力を得る必要があります。 

なお、増築等又は用途変更に併せて改修し、現行の規定に適合させる計画としている部分につい

ては、調査結果を「不明」とし、調査を省略することも考えられます。 

 

以下、調査１の結果に応じて現地調査（調査２）の方法が３通りに分かれます。概略は下表のとおり

です。 

調査事項 調査２－① 調査２－② 調査２－③ 

現行の規定への適合

状況 

既存不適格である可

能性のある規定につ

いてのみ現地調査 

＋ 

規定に適合しない改

変の有無の確認 

すべての規定につい

て現地調査 

すべての規定につい

て現地調査 

直近の建築等の工事

着手時の規定への適

合状況 

検査済証の交付の事

実をもって確認 

現行の規定に不適合

であった規定のうち、

既存不適格である可

能性のある規定につ

いてのみ現地調査 

― 
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【調査２－①】 直近の建築等の工事に係る検査済証の交付が確認できた場合 

直近の建築等の工事に係る検査済証の交付が確認できた場合は、計画建築物は当該工事の着手

時の規定に適合していると判断できます。また、法第６条の４及び法第７条の５の規定による確認・検

査の特例（いわゆる４号特例）により、確認・検査が省略された規定（以下「審査省略規定」という。）に

ついても、建築士により設計され、適切な工事監理がされていることが建築確認・検査において確認

されているため、直近の建築等の工事の着手時の規定に適合しているとみなすことができます。 

その上で、直近の建築等の工事の着手時以降に改正された規定又は関係する都市計画、区域、数

値等が決定若しくは変更された規定（以下「既存不適格である可能性のある規定」という。）以外の規

定については、現行の建築基準法令の規定にも適合していると判断できます。どの規定が既存不適

格である可能性のある規定に該当するのかについては、別添１の「既存不適格早見表」を参考に確認

してください。 

調査 2－①の現地調査では、既存不適格である可能性のある規定を対象に、現行の建築基準法令

の規定への適合状況を調査します。 

また、直近の建築等の工事に係る検査済証の交付を受けた後に、建築基準法令の規定に適合しな

い改変がされていないかどうかを、現地の状況の目視や所有者等へのヒアリングを通じて確認しま

す（改変とは、建築等に該当しない行為を指し、例えば、居室の採光上有効な窓をふさぐなどの行為

が該当します。）。 

現地調査の結果、直近の建築等の工事の着手時以降に改正された現行の建築基準法令の規定に

不適合となった規定は「不適合（既存不適格）」、改変により建築基準法令の規定に適合しない規定は

「不適合（その他）」、調査ができなかった規定は「不明」、それ以外の規定は「適合」となります。「不明」

となった規定については、「適合」又は「不適合（既存不適格）」であることから、「不適合（既存不適格）」

とみなして既存建築物の緩和を適用することが考えられます。 

また、直近の建築等の工事において既存建築物の緩和を適用した規定は「不適合（既存不適格）」と

なります。この規定は、当該工事に係る検査済証の記６．の記載から確認することができます。 
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【調査２－②】 直近の建築等の工事に係る検査済証の交付を受けていないが、当該工事の着手時を

特定できる場合 

調査 2－②の現地調査では、検査済証の交付が確認できないことから審査省略規定を含むすべて

の現行の建築基準法令の規定への適合状況を調査します。次に、不適合となった規定のうち、既存不

適格である可能性のある規定を対象に直近の建築等の工事着手時の規定への適合状況を調査し、

既存不適格であるか否かを確認します。 

調査の結果、現行の規定に適合している規定は「適合」、それ以外で直近の建築等の工事の着手時

の建築基準法令の規定に適合している規定は「不適合（既存不適格）」、適合していない規定は「不適

合（その他）」、調査ができなかった規定は「不明」とします。 

なお、建築基準法の施行された昭和２５年１１月２３日より前に建築され、その後増築等又は用途変

更が行われていない建築物については、現行の建築基準法令の規定に適合しない規定は「不適合

（既存不適格）」と判断することができます。 

 

ア） 直近の建築等の工事に係る確認申請書の副本の添付図面※１がある場合 

当該図面は建築基準関係規定に適合していることについて確認済証の交付を受けた建築計画

の図面であるため、直近の建築等の工事の着手時の規定への適合状況の調査に活用することがで

きます。さらに、既存不適格である可能性のある規定以外の規定については、現行の規定への適

合状況の調査にも活用することができます。 

当該図面と現地の計画建築物を照合することにより、計画建築物の建築基準法令の規定への適

合状況を調査します。 

※１ 確認申請書の副本に添付された図面と同等の図面として、次に掲げる図面も活用ができます 

・ 設計住宅性能評価申請書の副本の添付図面 

・ 建設住宅性能評価申請書の副本の添付図面 

・ 長期優良住宅計画等認定申請書の副本の添付図面 

・ 住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）融資の申請書の添付図面 

イ） ア）以外の図面がある場合 

竣工図面などア）以外の図面について、図面上で建築基準法令の規定への適合性を調査し、適

合性が確認できた部分について現地の計画建築物と照合することにより調査します。 

図面に記載がされていない建築材料や建築設備の仕様、性能については、それらに関する図書

と現地を可能な限り確認します。 

ウ） 図面がない場合 

現地の計画建築物を実測・調査して現況の図面を作成し、当該図面上で建築基準法令の規定へ

の適合性を調査することにより行います。現地で確認ができない建築材料や建築設備の仕様、性

能については、それらに関する図書を可能な限り確認します。 
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【調査２－③】 直近の建築等の工事の着手時を特定できない場合 

計画建築物の現行の建築基準法令の規定への適合状況を調査します。 

図面がある場合は調査２－②のイ）に記載の方法、図面がない場合はウ）に記載の方法と同様です。 

調査の結果、適合している規定は「適合」、適合していない規定は「不適合（その他）」、調査ができ

なかった規定は「不明」とします。 

 

 

（参考）過去の建築基準法令の規定の確認方法 

 

（一財）建築行政情報センターが提供する「法令データベース」では、建築基準法令・建築士法令及び

それらの関係告示・通知の内容を過去に遡って検索することができます。 

https://www.icba.or.jp/horeidb/ 

※本データベースを利用するには、（一財）建築行政情報センターの会員になることが必要です。 

 

  

https://www.icba.or.jp/horeidb/
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（参考）直近の建築等より後に用途変更がされている場合の取扱い 

直近の建築等より後に用途変更（増築等を伴わないものに限る。）がされている場合には、調査２の

方法は次のとおりとします。 

【調査２－①】 

用途変更の際の建築基準法の手続には完了検査がなく、検査済証が交付されないため、調査２－①

においては直近の建築等の工事に係る検査済証の交付の事実をもって、その後の用途変更時に新たに

適用されることとなる規定への適合性を確認することはできません。 

そのため、当該規定については、現行の規定への適合状況を調査します。適合していない場合には、

用途変更時の規定への適合状況を調査し、既存不適格であるか否かを確認します。 

調査の結果、これらの規定について、現行の規定に適合している場合は「適合」、それ以外で用途変更

時の規定に適合している場合は「不適合（既存不適格）」、適合していない場合は「不適合（その他）」、調

査ができなかった場合は「不明」とします。 

【調査２－②】 

用途変更の際には、既存不適格である規定のうち「用途に応じて適用される規定」が適用され、現行

の規定への適合が求められることになります。 

そのため、調査２－②において現行の規定に不適合となった規定のうち用途に応じて適用される規

定については、既存不適格である可能性のある規定への適合状況調査において、「直近の建築等の工

事着手時」を「用途変更時」と読み替えて、既存不適格であるか否かを確認します。 

 

 

※「用途に応じて適用される規定」とは、次に掲げる規定をいいます。 

 第２７条（耐火建築物等としなければならない特殊建築物） 

 第２８条第１項（居室の採光）・第３項（特殊建築物の居室等の換気） 

 第２９条（地階の居室） 

 第３０条（長屋又は共同住宅の界壁） 

 第３５条（特殊建築物等の避難及び消火） 

 第３５条の２（特殊建築物等の内装） 

 第３５条の３（無窓の居室等の主要構造部） 

 第４８条第１項から第１４項まで（用途制限） 

 第５１条（卸売市場等の位置） 
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■調査項目チェックリスト 

本チェックリストは、計画建築物が２階建ての木造一戸建ての住宅（軸組工法）である場合を想定し

て、適用される規定ごとに調査項目及び調査方法を示したものです。一般的に、２階建ての木造一戸

建ての住宅の規模の建築物であれば、部位により部材や施工方法を大きく変えることはないと考え

られることから、現地で適切に適合状況を調査できる箇所を選定して、隠蔽部については規定ごと

に少なくとも１箇所以上（構造関係にあっては、各階１箇所以上）を調査します。 

なお、施工状況が分かる図書等があり、使用されている材料の種類や寸法等が確認できる場合は

現地での調査の一部を省略することができます。また、増築等又は用途変更に併せて改修し、現行の

規定に適合させる計画としている部分については調査を省略することができます。 

それ以外の建築物である場合には、計画建築物の構造種別や用途に応じて必要な規定を適宜追加

するなどしてください。なお、構造関係規定については、仕様規定によらずに構造計算によって構造

耐力上安全であることを確かめることができる場合には、「適合」とすることができます。 

 

適用 規定 規定の内容 調査項目 調査方法 

敷地関係 （法第４３条及び第４４条は都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用） 

□ 法１９① 敷地の高さ ・道路との高低差 目視又は計測 

□ 法１９② 
湿潤な土地等の

衛生・安全対策 

・敷地の湿潤状況、出水履歴、土地条件等 

・盛土、地盤改良等の有無 

目視等及び土地条件図、治水地形分

類図等を確認 

□ 法１９③ 敷地の排水 ・敷地内の排水状況 目視等 

□ 法１９④ がけ崩れ対策 
・がけの有無 

・擁壁の設置状況 
目視等 

□ 法４３① 接道 

・都市計画区域・準都市計画区域の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・特定行政庁による道路の指定状況 特定行政庁の指定道路図を確認 

・特定行政庁による許可・認定の有無と適合状況 図書及び目視等 

・道路との接道長さ 

・前面道路の幅員 
計測 

□ 法４４① 道路内建築 

・都市計画区域・準都市計画区域の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・特定行政庁による道路の指定状況 特定行政庁の指定道路図を確認 

・道路、建築物、擁壁等の位置 目視等 

構造関係 

□ 法２０① 

基礎 

・立ち上がり部分の構造、材料及び寸法 目視等及び計測 

・配筋の状況 

・電磁誘導法  又は 

・電磁波レーダー法による鉄筋探査及び

はつり出し 

・（令第３８条第４項の構造計算による場合）コンクリー

トの強度 

・コンクリート圧縮試験 又は 

・リバウンドハンマー試験 

屋根ふき材 

外装材等 
・緊結等の状況 目視等 

木材 ・構造耐力上主要な部分に使用されている木材の状況 目視等 

土台及び基礎 ・土台の緊結等の状況 目視等 

柱の小径 
・欠込み等の有無 目視等 

・部材寸法（柱の小径） 計測 

はり等の横架材 ・欠込み等の有無 目視等 

筋かい 

・柱梁接合部及び筋かいの金物の有無及び金物種類、

緊結の状況 

・欠込み等の有無 

目視等 

・筋かいの部材寸法 計測 

軸組等 

・筋かい、耐力壁の位置 

・金物種類 
目視等 

・筋かい、耐力壁の部材寸法等の状況 目視等及び計測 

・壁量計算による必要壁量及び存在壁量、配置の確認 

・壁配置のバランス 
壁量計算 
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適用 規定 規定の内容 調査項目 調査方法 

継手又は仕口 
・柱梁接合部の金物の有無及び金物種類、緊結の状況 目視等 

・筋かいの部材寸法 計測 

防腐措置 
・腐りやすい構造である部分の下地材 

・柱、筋かい、土台の防腐・防蟻処理の状況 
目視等 

建築設備の構造

強度 

・給湯設備の満水時の質量 

・給湯設備の形状 

・給湯設備の緊結状況 

・目視等 及び 

・設備の型番から仕様を確認 

塀 

・高さ、厚さ 

・控え壁、基礎の有無 
目視等及び計測 

・配筋の状況 

・電磁誘導法  又は 

・電磁波レーダー法による鉄筋探査及び

はつり出し 

□ 法２０② 

基準の適用上別

の建築物みなす

部分 

・相互に応力を伝えない構造方法のみで接する建築物

の部分の有無 
目視等 

・上記建築物の部分ごとに法２０①の調査項目 法２０①の調査方法 

防火関係 

□ 法６１① 
防火地域・準防火

地域内の建築物 

・防火地域、準防火地域の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・建築物の規模に応じた耐火建築物、準耐火建築物等

の種別及び構造材の状況 

・延焼のおそれのある部分の防火設備の位置、形状等 

・目視等 又は 

・設備の認定シール等を確認 

□ 法６２ 屋根 
・防火地域、準防火地域の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・屋根材の状況 目視等 

□ 法２２① 屋根 
・法第２２条区域の指定状況 特定行政庁による指定状況を確認 

・屋根ふき材の状況 目視等 

□ 法２３ 外壁 
・法第２２条区域の指定状況 特定行政庁による指定状況を確認 

・外壁材の状況 目視等 

□ 法３５の２ 内装 
・火気使用室の有無 

・内装材 

・目視等 又は 

・材料の認定シール等を確認 

設備関係 

□ 

法２８② 

法３６ 
（給水、排水その他の

配管設備の設置及び

構造に係る部分） 

換気 

（ 調 理 室 等 を 除

く） 

・開口部の面積、位置 

・給気口、排気口の位置 
目視等及び計測 

・機械換気設備の性能等 

・換気設備の有効換気量 

・風量測定 又は 

・設備の型番から性能等を確認 

・居室の床面積 計測 

□ 

法２８③ 

法３６ 
（給水、排水その他の

配管設備の設置及び

構造に係る部分） 

火気使用室の 

換気設備 

（調理室等） 

・ガス設備等の有無 

・給気口、排気口の位置 
目視等 

・火気設備の出力等 

・機械換気設備の性能等 

・換気設備の有効換気量 

・風量測定 又は 

・設備の型番から性能等を確認 

□ 

法３１① 

法３６ 
（便所の設置及び構

造に係る部分） 

便所 

（処理区域内） 

・公共下水道の処理区域 処理区域の公示を確認 

・採光及び換気のための窓又はそれに代わる照明、換

気設備の有無 
目視等 

□ 

法３１② 

法３６ 
（便所の設置及び構

造並びに浄化槽の

構造に係る部分） 

便所 

（処理区域外） 

・公共下水道の処理区域 処理区域の公示を確認 

・浄化槽の処理性能 又は 

・くみ取便所の構造 

浄化槽の保守点検結果及び設備の型

番から性能等を確認 

・採光及び換気のための窓又はそれに代わる照明、換

気設備の有無 

・漏水の有無 

目視等 

□ 法３２ 電気設備 ・不具合の有無 目視等 

□ 
法３６ 

（給水、排水その他の

配管設備の設置及び

構造に係る部分） 

給排水設備 
・配管設備の設置状況 

・漏水等不具合の有無 
目視等 

材料関係 

□ 法３７ 建築材料 ・基礎のコンクリート、鉄筋のＪＩＳへの適合状況 図書等により使用材料の仕様を確認 

□ 
法２８の２ 

二 
石綿 ・石綿の吹付けの有無 目視等  

□ 
法２８の２

三 
クロルピリホス 

・添加の有無（添加されている場合は、５年以上が経過

していること） 

・図書等により仕様を確認 又は 

・５年以上の経過を確認 
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適用 規定 規定の内容 調査項目 調査方法 

□ ホルムアルデヒド 

・使用の有無（使用されている場合は、５年以上が経過

していること） 

・図書等による仕様を確認 又は 

・５年以上の経過を確認 

・換気設備の有効換気量 
・風量測定 又は 

・設備の型番から性能等を確認 

・給気口、排気口の位置、換気経路（建具のアンダーカ

ット、ガラリ等の有無） 

・居室の面積、天井高さ 

目視等又は計測 

一般構造関係 

□ 

法２８① 

法３６ 
（居室の採光面積に

係る部分） 

採光 

・居室の面積 

・開口部の寸法、開口中心からの垂直距離 

・外壁と隣地境界線等との距離 

計測 

・（令１９③ただし書きの適用を受ける場合）照明設備

による照度 

・床面における照度測定 又は 

・設備の型番から各種性能を確認 

□ 法２９ 
地階における居

室 

・居室の面積 計測 

・からぼり等の有無 

・地面に接する外壁等の構造 
目視等 

□ 
法３６ 

（天井及び床の高さ

に係る部分） 

居室の天井及び

床の高さ 

・居室の天井高さ 

・最下階の居室の床の高さ 
計測 

□ 
法３６ 

（床の防湿方法に係

る部分） 

居室の床の防湿

方法 

・最下階の床の材料 

・床下の防湿措置の状況 

・外壁の床下換気孔の状況 

目視等 

□ 
法３６ 

（階段の構造に係る

部分） 
階段 

・階段及び踊場の幅員 

・階段の蹴上げ、踏面の寸法 

・手すりの設置状況、出幅の寸法 

・踊場の設置状況 

・階段に代わる傾斜路の設置状況 

目視等及び計測 

用途関係 （都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用） 

□ 法４８①～⑭ 用途 
・用途地域の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・兼用用途の有無及び当該用途に供する床面積 目視等及び計測 

形態関係 （都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用） 

□ 法４７ 壁面線 
・壁面線の指定状況 特定行政庁による指定状況を確認 

・壁面線と外壁との距離 計測 

□ 法５２①,⑦ 
用途地域等に基

づく容積率 

・指定容積率 市区町村の都市計画情報を確認 

・建築物の延べ面積及び敷地面積 計測 

□ 法５２②,⑦ 
前面道路の幅員

に基づく容積率 

・用途地域等の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・前面道路の幅員 計測 

□ 法５３①,② 建蔽率 

・指定建蔽率 

・防火地域、準防火地域の指定状況 
市区町村の都市計画情報を確認 

・建築物の建築面積及び敷地面積 計測 

□ 法５３の２① 最低敷地面積 
・敷地面積の最低限度の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・敷地面積 計測 

□ 法５４① 外壁後退距離 
・外壁の後退距離の限度の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・外壁から敷地境界線までの距離 計測 

□ 法５５① 絶対高さ制限 
・高さの限度の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・建築物の高さ 計測 

□ 法５６① 

道路高さ制限 

・用途地域の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・前面道路の幅員 

・前面道路との高低差 

・建築物の高さ 

・道路境界線との距離 

計測 

北側高さ制限 

・用途地域の指定状況 

・日影による高さ制限の対象区域の指定状況 

市区町村の都市計画情報及び条例の

制定状況を確認 

・真北の方角 

・真北方向の境界線との距離 

・北側隣地との高低差 

・建築物の高さ 

計測 

□ 法５８① 
高度地区内の建

築物 

・高度地区の指定状況 市区町村の都市計画情報を確認 

・建築物の高さ 計測 

その他（条例により付加された制限） 
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適用 規定 規定の内容 調査項目 調査方法 

□ 
法３９,４０, 

６８の２他 

地方公共団体の

条例による制限 
・地方公共団体の条例による制限の有無及び内容 

・条例の制定状況を確認 

・制限の内容に応じて確認方法を検討 

 

（参考）法第３６条について 

法第３６条は、建築物の敷地、構造及び建築設備に関する規定の技術的基準を補足し、建築基準法施

行令に委任する規定です。上記チェックリスト中、第３６条に係る事項が建築基準法施行令のどの規定

に委任されているかについては、次のとおりです。 

 

 居室の採光面積： 令第２０条 

 天井及び床の高さ： 令第２１条、第２２条第１号 

 床の防湿措置： 令第２２条第２号 

 階段の構造： 令第２３条～第２７条 

 便所の設置及び構造： 令第２８条～第３１条、第３３条（改良便槽）、第３４条 

 浄化槽の構造： 令第３２条（合併処理浄化槽）、第３３条（屎尿浄化槽・合併処理浄化槽）、第３５条 

 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造： 令第１２９条の４（配管設備）、令第１２９条の５（換

気設備） 

 

 

（４）現況調査報告書の作成 

調査者は、現況調査の結果について、次に掲げる図書で構成される現況調査報告書を作成します。 

① 現況調査報告書（かがみ） 

② 調査項目チェックリスト（調査対象の建築物に適用される規定と調査項目・調査方法） 

③ 現況調査結果表 

④ 調査箇所を示した図面（増築等又は用途変更の履歴がある場合は、当該部分を示すもの） 

⑤ 直近の建築等の工事の検査済証の交付の事実又は工事の着手時がわかる書類 

 

現況調査報告書の作成にあたっては、別添２の「現況調査報告書 記入例」を参照してください。 
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３．増築等又は用途変更の計画及び確認申請書の作成 

（１）増築等又は用途変更の計画 

現況調査の結果を踏まえて、次に示す方針により増築等又は用途変更を計画します。 

① 現行の建築基準法令の規定に適合させる部分 

現況調査の結果が「不適合（その他）」となった規定については現行の建築基準法令の規定に適

合させます。また、「不明」となった箇所についても適合していないものとみなし、現行の建築基準

法令の規定に適合させます。ただし、設計図書が残っておらず、現況調査により適合状況を確かめ

ることが困難な規定として次に掲げるものについては、調査結果が「不明」となった箇所があって

も、その部分に構造安全性を損なうような著しい劣化が確認されなければ、当該規定を既存不適

格とみなして計画をすることができます。（参考：「既存建築物の増築等に係る建築基準法上の取扱いにつ

いて」（技術的助言）（令和７年３月２６日付国住指第５１７号）） 

・ 法第 20 条（小規模建築物※の基礎の構造方法に係る部分に限る。） 

・ 法第 37 条 
※脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律

第 69 号）による改正前の建築基準法第６条第１項第１号から第３号までに掲げる建築物以外の建築物（いわゆる「旧４号建築

物」及び建築確認対象外建築物）を指します。 

なお、現況調査の結果が「不明」だった規定について、現行の建築基準法令の規定に適合させる

改修を計画した場合であっても、工事施工中に当該箇所を確認し、現行の建築基準法令の規定に適

合していることが確認できれば、当該箇所については改修を行わないこととすることができます。 

また、用途変更を行う場合、変更後の用途の建築物に新たに適用される建築基準法令の規定に

ついては、現行の規定に適合させる必要があります。 

 

② 既存建築物の緩和が適用される部分 

増築等を行う場合、現況調査の結果が「不適合（既存不適格）」となった規定については、法第８

６条の７の規定に基づき、政令に定める範囲内の増築等であれば、既存建築物の緩和が適用され

ます。 

用途変更を行う場合、現況調査の結果が「不適合（既存不適格）」となった規定のうち用途に応じ

て適用される規定（p.９を参照）については、法第８７条第４項で準用する第８６条の７の規定に基

づき、政令に定める範囲内の用途変更であれば、既存建築物の緩和が適用されます。 

２階建ての木造一戸建ての住宅（軸組工法）において緩和が適用される規定について、工事種別

に応じて次ページの表で整理しているので参考にしてください。政令に定める増築等及び用途変

更の範囲の具体的な内容については、別冊の「既存建築物の緩和措置に関する解説集」を参照して

ください。 
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■増築等又は用途変更の際に既存建築物の緩和が適用される規定 

（２階建ての木造一戸建ての住宅（軸組工法）の場合） 

●：既存建築物の緩和が措置されている規定  ×：既存建築物の緩和が措置されていない規定  ―：遡及適用されない規定 

規定の内容 法令 増築・改築 
大規模の修繕 

大規模の模様替 
用途変更 

構造  構造耐力 法２０ ● ● － 

防火 防火・準防火地域内の建築物 法６１ ● ● － 

防火・準防火地域内の屋根 法６２ ● ● － 

法第２２条区域内の屋根 法２２① ● ● － 

法第２２条区域内の外壁 法２３ ● ● － 

内装 法３５の２ ● ● ● 

設備  換気 法２８②、法３６ ● ● － 

火気使用室等の換気 法２８③、法３６ ● ● ● 

便所 法３１、法３６ ● ● － 

電気設備 法３２ ● ● － 

配管設備 
法３６ 

（令１２９の２の４～
令１２９の２の５） 

● ● － 

材料 建築材料の品質 法３７ ● ● － 

石綿 法２８の２二 ● ● － 

ホルムアルデヒド 法２８の２三 ● ● － 

一般構造 採光 法２８①、法３６ ● ● ● 

地階の防湿措置 法２９ ● ● ● 

居室の天井の高さ、床の高さ

及び防湿方法 
法３６（令２１,２２） ● ● － 

階段 法３６（令２３～２６） ● ● － 

敷地 接道 法４３① × ● － 

道路内建築制限 法４４① × ● － 

用途 用途地域 法４８①～⑭ ● ● × 

形態  壁面後退  法４７ × ● － 

容積率 法５２①,②,⑦ ● ● － 

建蔽率 法５３①,② × ● － 

外壁後退距離  法５４① × ● － 

高さ（絶対高さ） 法５５① × ● － 

高さ（斜線制限） 法５６① × ● － 

高度地区  法５８① × ● － 

 

（２）確認申請書の作成 

増築等又は用途変更の工事に着手するにあたり、当該工事の計画に係る建築確認を受け、確認済

証の交付を受ける必要があります※。建築確認では、計画建築物の増築等又は用途変更を行わない

既存部分も併せて建築基準法令の規定に適合することについて審査がされるので、現況調査報告書

を確認申請図書として活用します。 

※用途変更にあっては、用途を変更して法第６条第１項第１号の特殊建築物とする場合のみ建築確認が必要となります。また、増築

等後の建築物が法第６条第１項各号に該当しない場合又は増改築に係る部分の床面積が１０㎡以内である場合（防火地域及び準

防火地域内を除く。）については、確認申請は不要です。 

新築、増築等、用途変更を問わず、基本的には規則第１条の３に定められている確認申請書及び添

付図書を用意することになりますが、既存建築物の緩和が適用される場合は、現況調査報告書を規

則第１条の３第１項 表２（６１）項に掲げる「既存不適格調書」として活用することができます。 

緩和措置が適用される規定は引き続き既存不適格となる（適用されない）こととなるため、確認申

請書の添付図書は概ね次頁のとおりとなります。  
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■増築・改築の場合の添付図書（２階建ての木造一戸建ての住宅（軸組工法）の場合） 

 

現行規定に適合させる場合
の添付図書 

既存建築物の緩和が適用される場合の添付図書 

増築・改築に係る部分 既存部分 

共通  

 

 

構造規定 

 

 

 

防
火
規
定 

防火地域・ 

準防火地域内

の建築物 

 

 

 

法第２２条区域

内の建築物 

 
 

なし 

内装   
なし 

設
備
規
定 

換気 

  

なし 

配管設備 

 

 なし 

建

築

材

料 

指定建築材料   なし 

ホルム 

アルデヒド 
  なし 

採光 
  なし 

 

集
団
規
定 

容積率 

   

建蔽率 

   

※ 規則で定められている添付図書を簡略的に示しているものであり、別途図書が必要となる場合がある。 

  

耐火構造等の構造詳細図 

耐火構造等の構造詳細図 

使用建築材料表 

室内仕上表 室内仕上表 

耐火構造等の構造詳細図 

既存部分の屋根の延焼の危険性が増大しないことを確認する図書 

２０分間防火設備の設置を確認する図書 

 

換気設備の仕様書 

既存不適格調書 

付近見取図 配置図 平面図 立面図 床面積算定表 断面図 地盤面算定表 

改修する部分を明示 

既存部分の屋根・外壁の延焼の危険性が増大しないことを確認する図書 

構造詳細図 

仕様表 

壁量・四分割法判定 

柱頭・柱脚金物算定 

基礎・地盤説明書 

使用構造材料一覧表 

換気計算書 

換気設備の仕様書 

換気計算書 

系統図 

使用材料表 

系統図 

使用材料表 

採光計算書 採光計算書 

で示した図書は、記載事項を「仕様表」にまとめることで、添付を省略することも可能。   

増築・改築に係る部分の規模に応じた緩和基準に 

適合することを確認する図書 

 

（例） 小規模の増築・改築の場合 

 

改修部分が現行の規定に適合し、 

既存部分の構造耐力上の危険性が増大しない 

ことを確認する図書 

 

建築面積求積図 

敷地面積求積図 

敷地面積求積図 

床面積求積図 
床面積求積図 

使用建築材料表 使用建築材料表 

使用建築材料表 使用建築材料表 
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■大規模の修繕・模様替の場合の添付図書（２階建ての木造一戸建ての住宅（軸組工法）の場合） 

 

現行規定に適合させる場合
の添付図書 

既存建築物の緩和が適用される場合の添付図書 

大規模の修繕・模様替に係る部分 既存部分 

共通 

   

構造規定 

   

防
火
規
定 

防火地域・ 

準防火地域内

の建築物 

   

法第２２条区域

内の建築物 

 

なし なし 

内装 
  

なし 

設
備
規
定 

換気 

  

なし 

配管設備 

  

なし 

建

築

材

料 

指定建築材料  
 

なし 

ホルム 

アルデヒド 
 

 
 

採光  
 

なし 

集
団
規
定 

接道・道路内 

建築制限 
  

 

容積率 

 

なし なし 

建蔽率 

 

なし なし 

※ 規則で定められている添付図書を簡略的に示しているものであり、別途図書が必要となる場合がある。 

  

耐火構造等の構造詳細図 

室内仕上表 

使用建築材料表 

室内仕上表 

２０分間防火設備の設置を確認する図書 耐火構造等の構造詳細図 

既存不適格調書 

構造耐力上の危険性が増大しないことを確認する図書 

（例） 耐震診断書 

 

付近見取図 配置図 平面図 立面図 床面積算定表 断面図 地盤面算定表 

改修する部分を明示 

構造詳細図 

仕様表 

壁量・四分割法判定 

柱頭・柱脚金物算定 

基礎・地盤説明書 

使用構造材料一覧表 

換気設備の仕様書 

換気計算書 

系統図 

使用材料表 

換気設備の仕様書 

換気計算書 

系統図 

使用材料表 

採光計算書 採光計算書 

で示した図書は、記載事項を「仕様表」にまとめることで、添付を省略することも可能。   

床面積求積図 

特定行政庁の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 

敷地面積求積図 

建築面積求積図 

敷地面積求積図 

使用建築材料表 使用建築材料表 

使用建築材料表 使用建築材料表 
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（３）図書の保存 

本ガイドラインに基づき作成された現況調査報告書や、建築確認・検査の手続において交付された

確認済証及び確認申請書の副本・添付図書並びに検査済証は、今後、増築等や用途変更を計画する

にあたって行われる現況調査や建築確認・検査の手続において必要となる図書であるため、所有者

において確実に保存することが重要です。 
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既存不適格早見表 

この既存不適格早見表は、現地調査（調査②）において、既存不適格である可能性のある規定を効率的

に把握するため、２階建ての木造一戸建ての住宅（軸組工法）に適用される各規定について、既存不

適格が発生した可能性のある改正事項を時系列的に整理したものです。改正された規定の施行時を

●で示しています。 

表の中の点線 ● ● ● は、建築基準法令の規定に関係する都市計画、区域、数値等の決定又は変更に

より既存不適格となっている可能性があることを示すものです。計画建築物の敷地においてこれら

の変更等があったかどうかについて、個別に確認してください。その他、建築基準法に基づく条例の

規定については、個別に確認が必要です。 

 

（既存不適格早見表の使い方） 

施行年 

構造規定 防火規定 建築設備 一般構造 集団規定   

基礎 

（令第３８条） 

屋根 

（法第 22 条） 

電気設備 

（法第３２条） 

採光 

（法第２８条第１項） 

容積率 

（法第５２条） 

絶対高さ限度 

（法第５５条） 
西暦 和暦 

1950 S25  ● ● ● ● ● 

1951 S26  ●  ●   

1952 S27  ●   ● 
  

        
        

1969 S44  ●  ● 
 

 

1970 S45  ●  ● 
 

 

1971 S46 ● ●  ● ● ● 

1972 S47 
 

●  ● ● ● 

1973 S48  ●  ● ● ● 

1974 S49  ●  ● ● ● 

1975 S50  ●  ● ● ● 

1976 S51  ●  ● ● ● 

1977 S52  ●  ● ● ● 

1978 S53  ●  ● ● ● 

1979 S54  ●  ● ● ● 

1980 S55  ●  ● ● ● 

1981 S56  ●  ● ● ● 

1982 S57  ●  ● ● ● 

1983 S58  ●  ● ● ● 

1984 S59  ●  ● ● ● 

1985 S60  ●  ● ● ● 

1986 S61  ●  ● ● ● 

1987 S62  ●  ● ● ● 

1988 S63  ●  ● ● ● 

1989 S64/H1  ●  ● ● ● 

1990 H2  ●  ● ● ● 

1991 H3  ●  ● ● ● 

1992 H4  ●  ● ● ● 

1993 H5  ●  ● ● ● 

1994 H6  ●  ● ● ● 

1995 H7  ●  ● ● ● 

1996 H8  ●  ● ● ● 

1997 H9  ●  ● ● ● 

1998 H10  ●  ● ● ● 

1999 H11  ●  ● ● ● 

2000 H12 ● ●  ● ● ● 

2001 H13  ●  ● ● ● 

2002 H14  ●  ● ● ● 

2003 H15  ●  ● ● ● 

        

        

2022 R4 
 

●  ● ● ● 

2023 R5 
 

●  ● ● ● 

2024 R6 
 

●  ● ● ● 

2025 R7 ● ●  ● ● ● 

 

  

別 添 １ 

S52/11/1 

住居系用途地域内

における前面道路

幅員に基づく制限強

化 

２以上の区域にわた

る場合の適用 

【法５２改正】 

用
途
地
域
の
都
市
計
画
決
定
・変
更 

S25/11/23 

制定【法２２】 

S25/11/23 

制定【法３２】 
S25/11/23 

制定【法２８①、令１

９,２０】 

容
積
率
の
都
市
計
画
決
定
・
変
更 

H12/6/1 

基礎の構造方法【Ｈ

１２建告１３４７制定】 

R7/4/1 

無筋基礎の禁止【Ｈ

１２建告１３４７】 

高
さ
の
限
度
の
都
市
計
画
決
定
・
変
更 

２
２
条
区
域
の
指
定 

H12/6/1 

採光補正係数の導

入【令２０改正】 

（参考）S25/11/23 

空地地区による制限 

【旧法５６】 

S46/1/1 

制定【旧法５６廃止・

法５２制定】 

S46/1/1 

制定【法５５】 

（参考）S25/11/23 

住居地域内外による

制限【旧法５７】 

直近の建築等の工事の着手時 

既存不適格である可能性の 

ある規定の改正事項 
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施行年 

敷地   構造規定     

敷地 

（法第１９条） 

接道 

（法第４３条） 

道路内建築 

（法第４４条） 

基礎 

（令第３８条） 

屋根ふき材・外装材等 

（令第３９条） 

木造 

（令第３章第３節） 
西暦 和暦 

1950 S25 ● ● ●   ● ● 

1951 S26  ● ●       

1952 S27  ● ●       

1953 S28  ● ●       

1954 S29  ● ●       

1955 S30  ● ●       

1956 S31  ● ●   ●   

1957 S32  ● ●       

1958 S33  ● ●       

1959 S34  ● ●   
 

● 

1960 S35  ● ●       

1961 S36  ● ●       

1962 S37  ● ●       

1963 S38  ● ●       

1964 S39  ● ●       

1965 S40  ● ●       

1966 S41  ● ●       

1967 S42  ● ●       

1968 S43  ● ●   
 

  

1969 S44  ● ●       

1970 S45  ● ●       

1971 S46  ● ● ● ● ●  
1972 S47  ● ●       

1973 S48  ● ●   
 

  

1974 S49  ● ●       

1975 S50  ● ●       

1976 S51  ● ●       

1977 S52  ● ●       

1978 S53  ● ●       

1979 S54  ● ●   
 

  

1980 S55  ● ●       

1981 S56  ● ●     ● 

1982 S57  ● ●       

1983 S58  ● ●       

1984 S59  ● ●       

1985 S60  ● ●       

1986 S61  ● ●     
 

1987 S62  ● ●     
 

1988 S63  ● ●       

1989 S64/H1  ● ●       

1990 H2  ● ●       

1991 H3  ● ●       

1992 H4  ● ●       

1993 H5  ● ●       

1994 H6  ● ●       

1995 H7  ● ●       

1996 H8  ● ●       

1997 H9  ● ●       

1998 H10  ● ●       

1999 H11  ● ●     
 

2000 H12  ● ● ● 
 

● 

2001 H13  ● ●       

2002 H14  ● ●       

2003 H15  ● ●       

2004 H16  ● ●       

2005 H17  ● ●       

2006 H18  ● ●       

2007 H19  ● ●       

2008 H20  ● ●       

2009 H21  ● ●       

2010 H22  ● ●       

2011 H23  ● ●       

2012 H24  ● ●       

2013 H25  ● ●       

2014 H26  ● ●       

2015 H27  ● ●       

2016 H28  ● ●       

2017 H29  ● ●       

2018 H30  ● ●       

2019 H31/R1  ● ●       

2020 R2  ● ●       

2021 R3  ● ●   
 

  

2022 R4  ● ●   ● 
 

2023 R5  ● ● 

 
    

2024 R6  ● ●       

2025 R7  ● ● ●   ● 

  

S25/１１/２３ 

制定【令３９】 
S25/１１/２３ 

制定【令第３章第３節】 

S25/11/23 

制定【法４３】 

S46/1/1 

制定【令３８】 

S34/12/23 

柱の小径、引張筋か

いの寸法、必要壁量

【令４３,４５,４６改正】 

S46/1/1 

柱の有効細長比、風

圧力に対する必要

壁量、継手・仕口の

ボ ルト 締に 座金使

用、外壁内部の防蟻

措置 

【令４２,４３,４６,４７,

４９改正】 

S56/6/1 

軟弱地盤における土

台の有無、圧縮筋かい

の寸法、必要壁量、柱

の添木補強【令４２,４

５,46,47 改正，S56

建告１１００制定】 

S３１/７/１ 

棟部分の屋根瓦の緊

結方法【令３９改正】 

R7/4/1 

柱の小径、壁量 

【令４３,４６，S56

建告 1100, H12

建告 1349 改正】 

R4/1/1 

瓦屋根の緊結方法

強化【Ｓ４６建告１０

９改正】 

R7/4/1 

無筋基礎の禁止【Ｈ

１２建告１３４７改正】 

H12/6/1 

基礎の構造方法【Ｈ

１２建告１３４７制定】 

H12/6/1 

耐力壁の配置方法

（四分割法）、継手・

仕口の緊結方法 

【令４６,４７,Ｈ１２建

告１３５２,旧Ｈ１２建

告１４６０制定】 

S46/1/29 

屋根ふき材、外装材

及び帳壁の基準 

【Ｓ４６建告１０９制定】 

S25/11/23 

制定【法１９】 

都
市
計
画
区
域
・
準
都
市
計
画
区
域
の
指
定
・変
更 

S25/11/23 

制定【法１９】 

都
市
計
画
区
域
・
準
都
市
計
画
区
域
の
指
定
・変
更 

道
路
の
指
定
等 
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施行年 

    防火規定    

塀 

（令第６１条,６２条の８） 

建築設備の構造強度 

（令第１２９条の２の３） 

防火地域・準防火地域内の 

建築物 

（法第６１条） 

屋根 

（法第６２条） 

屋根 

（法第２２条） 

外壁 

（法第２３条） 
西暦 和暦 

1950 S25 ●   ● ● ● ● 

1951 S26     ● ● ● ● 

1952 S27     ● ● ● ● 
1953 S28     ● ● ● ● 

1954 S29     ● ● ● ● 

1955 S30     ● ● ● ● 

1956 S31     ● ● ● ● 

1957 S32     ● ● ● ● 

1958 S33     ● ● ● ● 

1959 S34     ● ● ● ● 

1960 S35     ● ● ● ● 

1961 S36     ● ● ● ● 

1962 S37     ● ● ● ● 

1963 S38     ● ● ● ● 

1964 S39     ● ● ● ● 

1965 S40     ● ● ● ● 

1966 S41     ● ● ● ● 

1967 S42     ● ● ● ● 

1968 S43     ● ● ● ● 

1969 S44     ● ● ● ● 

1970 S45     ● ● ● ● 

1971 S46 ●   ● ● ● ● 

1972 S47     ● ● ● ● 

1973 S48     ● ● ● ● 

1974 S49     ● ● ● ● 

1975 S50     ● ● ● ● 

1976 S51     ● ● ● ● 

1977 S52     ● ● ● ● 

1978 S53     ● ● ● ● 

1979 S54     ● ● ● ● 

1980 S55     ● ● ● ● 

1981 S56 ● 
 

● ● ● ● 

1982 S57     ● ● ● ● 

1983 S58     ● ● ● ● 

1984 S59     ● ● ● ● 

1985 S60     ● ● ● ● 

1986 S61     ● ● ● ● 

1987 S62     ● ● ● ● 

1988 S63     ● ● ● ● 

1989 S64/H1     ● ● ● ● 

1990 H2     ● ● ● ● 

1991 H3     ● ● ● ● 

1992 H4     ● ● ● ● 

1993 H5     ● ● ● ● 

1994 H6     ● ● ● ● 

1995 H7     ● ● ● ● 

1996 H8     ● ● ● ● 

1997 H9     ● ● ● ● 

1998 H10    ● ● ● ● 

1999 H11     ● ● ● ● 

2000 H12 
 

● ● ● ● ● 

2001 H13     ● ● ● ● 

2002 H14     ● ● ● ● 

2003 H15     ● ● ● ● 

2004 H16     ● ● ● ● 

2005 H17     ● ● ● ● 

2006 H18     ● ● ● ● 

2007 H19     ● ● ● ● 

2008 H20     ● ● ● ● 

2009 H21     ● ● ● ● 

2010 H22     ● ● ● ● 

2011 H23     ● ● ● ● 

2012 H24     ● ● ● ● 

2013 H25   ● ● ● ● ● 

2014 H26     ● ● ● ● 

2015 H27     ● ● ● ● 

2016 H28     ● ● ● ● 

2017 H29     ● ● ● ● 

2018 H30     ● ● ● ● 

2019 H31/R1     ● ● ● ● 

2020 R2     ● ● ● ● 

2021 R3     ● ● ● ● 

2022 R4     ● ● ● ● 

2023 R5     ● ● ● ● 

2024 R6     ● ● ● ● 

2025 R7     ● ● ● ● 

 

  

S25/１１/２３ 

制定【令６１】 

S46/1/1 

塀の高さ・基礎の根

入れ深さ【令６１改正】 

補強 CB 造の塀の構

造方法【令６２の８制

定】 

S56/6/1 

塀の高さの制限強化

【令６１,令６２の８改

正】 

H12/6/1 

制定【旧令１２９の２

の４（現令１２９の２

の３）, H１２建告１３

８８制定】 

S34/12/23 

対象建築物改正【法

６１】 

S25/11/23 

制定【旧法６１,６２,６

４（現法６１）】 

S25/11/23 

制定【旧法６３（現法

６２）】 

防
火
地
域
・
準
防
火
地
域
の
都
市
計
画
決
定
・変
更 

防
火
地
域
・
準
防
火
地
域
の
都
市
計
画
決
定
・変
更 

２
２
条
区
域
の
指
定 

S25/11/23 

制定【法２２】 

H12/6/1 

準防火地域内の木

造建築物の構造方

法【旧法６２②（現法

６１）,令１０８改正,H

１２建告１３５９制定】 

H２５/４/1 

給湯設備の転倒防

止措置【H１２建告１

３８８】 

S25/11/23 

制定【法２３】 

２
２
条
区
域
の
指
定 

H12/6/1 

外壁の構造方法【法

２３改正,旧令１０９

の６（現令１０９の１

０）,H１２建告１３６２

制定】 
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施行年 

 建築設備     

内装 

（法第３５条の２） 

換気 

（法第２８条 

第２項、第３項） 

便所 

（法第３１条第１項） 

（処理区域内） 

便所 

（法第３１条第２項・第３６条） 

（処理区域外・浄化槽） 

便所 

（法第３６条） 

（令第２９・３１・３３・３４条） 

（処理区域外・くみ取便所） 

電気設備 

（法第３２条） 
西暦 和暦 

1950 S25  ● ● ● ● ● 

1951 S26   ●    

1952 S27   ●    

1953 S28   ●    

1954 S29   ●    

1955 S30   ●    

1956 S31   ●    

1957 S32   ●    

1958 S33   ●    

1959 S34   ●    

1960 S35   ●    

1961 S36   ●    

1962 S37   ●    

1963 S38   ●    

1964 S39   ●    

1965 S40   ●    

1966 S41   ●    

1967 S42   ●    

1968 S43   ●    

1969 S44   ● ●   

1970 S45   ●    

1971 S46 ● ● ●    

1972 S47   ●    

1973 S48   ●    

1974 S49   ●    

1975 S50   ●    

1976 S51   ●    

1977 S52   ●    

1978 S53  ● ●    

1979 S54   ●    

1980 S55   ●    

1981 S56   ● ●   

1982 S57  ● ●    

1983 S58   ●    

1984 S59   ●    

1985 S60   ●    

1986 S61   ●    

1987 S62   ●    

1988 S63   ● ●   

1989 S64/H1   ●    

1990 H2   ●    

1991 H3   ●    

1992 H4   ●    

1993 H5   ●    

1994 H6   ●    

1995 H7   ●    

1996 H8   ● ●   

1997 H9   ●    

1998 H10   ●    

1999 H11   ●    

2000 H12  ● ● ● ●  

2001 H13   ● ●   

2002 H14   ●    

2003 H15   ●    

2004 H16   ●    

2005 H17   ●    

2006 H18   ●    

2007 H19   ●    

2008 H20   ●    

2009 H21   ●    

2010 H22   ●    

2011 H23   ●    

2012 H24   ●    

2013 H25   ●    

2014 H26   ●    

2015 H27   ●    

2016 H28   ●    

2017 H29   ●    

2018 H30   ●    

2019 H31/R1   ●    

2020 R2   ●    

2021 R3   ●    

2022 R4   ●    

2023 R5   ●    

2024 R6   ●    

2025 R7   ●    

  

S25/11/23 

制定【法３２】 
S25/11/23 

制定【法２８②】 
S25/11/23 

制定【法３１②,令３

２,３３】 

S25/11/23 

制定【令２９,３１,３３,

３４】 

S25/11/23 

制定【法３１①】 

S40/12/2 

処理区域内では公

共下水道に接続す

る水洗便所以外の

便所の禁止【法３１】 

S46/1/1 

換気設備の構造方法

【令２０の２,令２０の

３,旧令２０の４（現令

２０の３）,Ｓ４５建告１

８２６,令１２９の２の

５制定】 

火気使用室の換気追

加【法２８③制定】 

S53/4/1 

調理室等に設ける

換気設備の構造方

法【Ｓ４５建告１８２

６】 

S57/12/1 

理論廃ガス量に伴う

Ｋの値の見直し、排

気フードの構造、燃

料の種類見直し等

【Ｓ４５建告１８２６】 

H12/6/1 

自然換気設備の排

気口の位置【令１２９

の２の５】 

排気口等に換気扇

等を設ける場合の

算定式追加、火気使

用室の廃ガス逆流

防止措置等【Ｓ４５建

告１８２６】 

S46/1/1 

規制の対象に火気使

用室を追加【法３５の

２】 

処
理
区
域
の
公
示 

H12/6/1 

くみ取便所の構造方

法【令２９】 

H13/4/1 

合併処理浄化槽に

関する基準 

【令３２,令３３改正,

令３５制定,Ｓ５５建

告１２９２改正】 

S44/5/1 

屎尿浄化槽の汚物処

理性能基準【令３２改

正】 

S44/7/3 

屎尿浄化槽の処理対

象人員の算定方式【Ｓ

４４建告３１４８制定】 

S56/6/1 

屎尿浄化槽の構造【Ｓ

５５建告１２９２制定】 

S63/4/1 

分離接触ばっ気方式

（合併処理）、嫌気ろ

床接触ばっ気方式の

基準【Ｓ５５建告１２９

２改正】 

H8/4/1 

屎尿浄化槽の構造方

法の詳細化、排出水

質基準の改正等【Ｓ５

５建告１２９２改正】 

H12/6/1 

屎尿浄化槽の大腸菌

数に関する基準 

【令３２①二制定】 
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施行年 

 材料     一般構造  

給排水設備 

（法第３６条） 

（令第１２９条の２の４） 

建築材料 

（法第３７条） 

（基礎のコンクリート・鉄筋） 

石綿 

（法第２８条の２第２号） 

クロルピリホス、 

ホルムアルデヒド発散建材 

（法第２８条の２第３号） 

採光 

（法第２８条第１項） 

地階における居室 

（法第２９条） 
西暦 和暦 

1950 S25  ●   ● ● 

1951 S26     ●  

1952 S27     ●  

1953 S28     ●  

1954 S29     ●  

1955 S30     ●  

1956 S31     ●  

1957 S32     ●  

1958 S33     ●  

1959 S34 ●    ●  

1960 S35     ●  

1961 S36     ●  

1962 S37     ●  

1963 S38     ●  

1964 S39     ●  

1965 S40     ●  

1966 S41     ●  

1967 S42     ●  

1968 S43     ●  

1969 S44     ●  

1970 S45     ●  

1971 S46 ●    ●  

1972 S47     ●  

1973 S48     ●  

1974 S49     ●  

1975 S50 ●    ●  

1976 S51     ●  

1977 S52     ●  

1978 S53     ●  

1979 S54     ●  

1980 S55     ●  

1981 S56     ●  

1982 S57     ●  

1983 S58     ●  

1984 S59     ●  

1985 S60     ●  

1986 S61     ●  

1987 S62     ●  

1988 S63     ●  

1989 S64/H1     ●  

1990 H2     ●  

1991 H3     ●  

1992 H4     ●  

1993 H5     ●  

1994 H6     ●  

1995 H7     ●  

1996 H8     ●  

1997 H9     ●  

1998 H10     ●  

1999 H11     ●  

2000 H12 ● ●   ● ● 

2001 H13     ●  

2002 H14     ●  

2003 H15    ● ●  

2004 H16     ●  

2005 H17     ●  

2006 H18   ●  ●  

2007 H19     ●  

2008 H20     ●  

2009 H21     ●  

2010 H22     ●  

2011 H23     ●  

2012 H24     ●  

2013 H25     ●  

2014 H26     ●  

2015 H27     ●  

2016 H28     ●  

2017 H29     ●  

2018 H30     ●  

2019 H31/R1     ●  

2020 R2     ●  

2021 R3     ●  

2022 R4     ●  

2023 R5     ●  

2024 R6     ●  

2025 R7     ●  

  

S25/11/23 

制定【旧法３０（現法

２９）】 

H12/6/1 

地階に設ける居室

の技術的基準【令２

２の２,Ｈ１２建告１４

３０制定】 

S25/11/23 

制定【法２８①,令１

９,２０】 

用
途
地
域
の
都
市
計
画
決
定
・
変
更 

H12/6/1 

採光補正係数の導

入【令２０改正】 

S34/1/1 

制定【旧令１２９の２】 

S46/1/1 

圧力タンク・給湯設備

への安全装置、配管

設備の構造方法の詳

細化【旧令１２９の２改

正】 

S50/12/20 

配管設備の構造方法 

【Ｓ５０建告１５９７制

定】 

H12/6/1 

飲料水の配管の構

造方法【旧令１２９の

２の２改正,Ｈ１２建

告１３９０制定】 H15/7/1 

制定【法２８の２三】 

H18/10/1 

制定【法２８の２一・

二】 

S25/１１/２３ 

制定【法３７,旧 S26

建告２６】 

 

H12/6/1 

セメントのＪＩＳから

コンクリートのＪＩＳ

に改正、鉄筋が指定

建築建材に追加【法

３７改正,Ｈ１２建告１

４４６制定】 
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施行年 

  用途  形態    

居室の天井高さ、 

床の高さ及び防湿 

（法第３６条） 

（令第２１,２２条） 

階段 

（法第３６条） 

（令第２３～２６） 

用途 

（法第４８条） 

壁面線 

（法第４７条） 

容積率 

（法第５２条） 

建蔽率 

（法第５３条） 
西暦 和暦 

1950 S25 ● ● ● ● ● ● 

1951 S26   ● ●  ● 

1952 S27   ● ●  ● 

1953 S28   ● ●  ● 

1954 S29   ● ●  ● 

1955 S30   ● ●  ● 

1956 S31   ● ●  ● 

1957 S32   ● ●  ● 

1958 S33   ● ●  ● 

1959 S34   ● ●  ● 

1960 S35   ● ●  ● 

1961 S36   ● ●  ● 

1962 S37   ● ●  ● 

1963 S38   ● ●  ● 

1964 S39   ● ● ● ● 

1965 S40   ● ●  ● 

1966 S41   ● ●  ● 

1967 S42   ● ●  ● 

1968 S43   ● ●  ● 

1969 S44   ● ●  ● 

1970 S45   ● ●  ● 

1971 S46   ● ● ● ● 

1972 S47   ● ● ● ● 

1973 S48   ● ● ● ● 

1974 S49   ● ● ● ● 

1975 S50   ● ● ● ● 

1976 S51   ● ● ● ● 

1977 S52   ● ● ● ● 
1978 S53   ● ● ● ● 

1979 S54   ● ● ● ● 

1980 S55   ● ● ● ● 

1981 S56   ● ● ● ● 

1982 S57   ● ● ● ● 

1983 S58   ● ● ● ● 

1984 S59   ● ● ● ● 

1985 S60   ● ● ● ● 

1986 S61   ● ● ● ● 

1987 S62   ● ● ● ● 

1988 S63   ● ● ● ● 

1989 S64/H1   ● ● ● ● 

1990 H2   ● ● ● ● 

1991 H3   ● ● ● ● 

1992 H4   ● ● ● ● 

1993 H5   ● ● ● ● 

1994 H6   ● ● ● ● 

1995 H7   ● ● ● ● 

1996 H8   ● ● ● ● 

1997 H9   ● ● ● ● 

1998 H10   ● ● ● ● 

1999 H11   ● ● ● ● 

2000 H12  ● 
● ● ● ● 

2001 H13   ● ● ● ● 

2002 H14   ● ● ● ● 

2003 H15   ● ● ● ● 
2004 H16   ● ● ● ● 

2005 H17   ● ● ● ● 

2006 H18   ● ● ● ● 

2007 H19   ● ● ● ● 

2008 H20   ● ● ● ● 

2009 H21   ● ● ● ● 

2010 H22   ● ● ● ● 

2011 H23   ● ● ● ● 

2012 H24   ● ● ● ● 

2013 H25   ● ● ● ● 

2014 H26   ● ● ● ● 

2015 H27   ● ● ● ● 

2016 H28   ● ● ● ● 

2017 H29   ● ● ● ● 

2018 H30   ● ● ● ● 

2019 H31/R1   ● ● ● ● 

2020 R2   ● ● ● ● 

2021 R3   ● ● ● ● 

2022 R4   ● ● ● ● 

2023 R5   ● ● ● ● 

2024 R6   ● ● ● ● 

2025 R7   ● ● ● ● 

  

S25/11/23 

制定【法４８】 

S25/11/23 

制定【法４７】 

壁
面
線
の
指
定 

容
積
率
の
都
市
計
画
決
定
・変
更
（
用
途
地
域
内
） 

容
積
率
の
指
定
（
用
途
地
域
外
） 

S46/1/1 

制定【旧法５６廃止,

法５２】 

S34/12/23 

門・塀の制限 

【法４７改正】 

S52/11/1 

住居系用途地域内

における前面道路

幅員に基づく制限強

化 

２以上の区域にわた

る場合の適用 

【法５２改正】 

S25/11/23 

制定【旧法５５（現法

５３）】 

S46/1/1 

用途地域に応じた

制限の細分化【法５

３】 

S52/11/1 

２以上の区域にわた

る場合の適用【法５

３改正】 

建
蔽
率
の
都
市
計
画
決
定
・変
更
（
用
途
地
域
内
） 

建
蔽
率
の
指
定
（
用
途
地
域
外
） 

（参考）S25/11/23 

空地地区による制限

【旧法５６】 

（参考）S39/1/15 

容積地区による制限

【旧法５９の２】 

用
途
地
域
の
指
定
・変
更 

S25/11/23 

制定【令２３～２６】 

H12/6/1 

手すりの設置の義務

化【令２５改正】 

S25/11/23 

制定【令２１,２２】 
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最低敷地面積 

（法第５３条の２） 

外壁後退距離 

（法第５４条） 

絶対高さ制限 

（法第５５条） 

斜線制限 

（法第５６条） 

高度地区内の建築物 

（法第５８条） 
西暦 和暦 

1950 S25  ● ● ● ● 

1951 S26    ● ● 

1952 S27    ● ● 

1953 S28    ● ● 

1954 S29    ● ● 

1955 S30    ● ● 

1956 S31    ● ● 

1957 S32    ● ● 

1958 S33    ● ● 

1959 S34    ● ● 

1960 S35    ● ● 

1961 S36    ● ● 

1962 S37    ● ● 

1963 S38    ● ● 

1964 S39    ● ● 

1965 S40    ● ● 

1966 S41    ● ● 

1967 S42    ● ● 

1968 S43    ● ● 

1969 S44    ● ● 

1970 S45    ● ● 

1971 S46  ● ● ● ● 

1972 S47  ● ● ● ● 

1973 S48  ● ● ● ● 

1974 S49  ● ● ● ● 

1975 S50  ● ● ● ● 

1976 S51  ● ● ● ● 

1977 S52  ● ● ● ● 

1978 S53  ● ● ● ● 

1979 S54  ● ● ● ● 

1980 S55  ● ● ● ● 

1981 S56  ● ● ● ● 

1982 S57  ● ● ● ● 

1983 S58  ● ● ● ● 

1984 S59  ● ● ● ● 

1985 S60  ● ● ● ● 

1986 S61  ● ● ● ● 

1987 S62  ● ● ● ● 

1988 S63  ● ● ● ● 

1989 S64/H1  ● ● ● ● 

1990 H2  ● ● ● ● 

1991 H3  ● ● ● ● 

1992 H4  ● ● ● ● 

1993 H5 ● 
● ● ● ● 

1994 H6 ● ● ● ● ● 

1995 H7 ● ● ● ● ● 

1996 H8 ● ● ● ● ● 

1997 H9 ● ● ● ● ● 

1998 H10 ● ● ● ● ● 

1999 H11 ● ● ● ● ● 

2000 H12 ● ● ● ● ● 

2001 H13 ● ● ● ● ● 

2002 H14 ● ● ● ● ● 

2003 H15 ● 
● ● ● ● 

2004 H16 ● ● ● ● ● 

2005 H17 ● ● ● ● ● 

2006 H18 ● ● ● ● ● 

2007 H19 ● ● ● ● ● 

2008 H20 ● ● ● ● ● 

2009 H21 ● ● ● ● ● 

2010 H22 ● ● ● ● ● 

2011 H23 ● ● ● ● ● 

2012 H24 ● ● ● ● ● 

2013 H25 ● ● ● ● ● 

2014 H26 ● ● ● ● ● 

2015 H27 ● ● ● ● ● 

2016 H28 ● ● ● ● ● 

2017 H29 ● ● ● ● ● 

2018 H30 ● ● ● ● ● 

2019 H31/R1 ● ● ● ● ● 

2020 R2 ● ● ● ● ● 

2021 R3 ● ● ● ● ● 

2022 R4 ● ● ● ● ● 

2023 R5 ● ● ● ● ● 

2024 R6 ● ● ● ● ● 

2025 R7 ● ● ● ● ● 

  

S25/11/23 

制定【旧法５９】 

S25/11/23 

制定【旧法５８】 

S46/1/1 

制定【法５５】 

S46/1/1 

現行の道路斜線制

限に改正、隣地斜線

制限、北側斜線制限

制度の導入【旧法５

７,５８廃止,法５６制

定】 

S62/11/16 

道路斜線制限の精

緻化【法５３改正,法

別表第三制定】 

高
さ
の
限
度
の
都
市
計
画
決
定
・
変
更 

用
途
地
域
の
都
市
計
画
決
定
・
変
更 

斜
線
勾
配
の
指
定
（用
途
地
域
外
） 

高
度
地
区
の
都
市
計
画
決
定
・
変
更 

（参考）S25/11/23 

住居地域内外による

制限【旧法５７】 

（参考）S25/11/23 

空地地区による制限 

【旧法５６】 

S46/1/1 

制定【法５４】 

外
壁
の
後
退
距
離
の
限
度
の
都
市
計
画
決
定
・変
更 

H５/6/２５ 

制定【旧法５４の２】 

H15/1/1  

現行制度に改正【旧

法５４の２廃止,法５

３の２制定】 

建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
の 

都
市
計
画
決
定
・
変
更 
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現況調査報告書 記入例 

■現況調査報告書（かがみ） 

 

現況調査報告書 

 

２．に記載の建築物の現況調査の結果を報告します。本報告書に記載の事項は、事実に

相違ありません。 

 

所有者等の氏名              様 

 

令和７年１月２４日 

 

調査者氏名 既存 太郎 

１．調査者 

（代表とな

る 調 査

者） 

①資格 （一級）建築士    （大臣）登録  第 １２３４５６ 号 

②氏名のフリガナ キソン  タロウ 

③氏名 既 存  太 郎 

④勤務先 
（一級）建築士事務所  （○○県）知事登録 第 １２３４５６ 号 

既存建築設計事務所 

⑤所在地 ○○県 XX 市 XX １－１－１ 

⑥電話番号 XX－XXXX-XXXX 

⑦その他調査者  

２．調査対

象 建 築 物

及 び 敷 地

の位置 

①敷地の位置 ○○県 XX 市 XX ２－２－２ 

②防火地域 □防火地域  □準防火地域  ✓指定なし 

③その他の区域、 

地域、地区又は街区 法第２２条区域、下水道処理区域内、高度地区 

④用途地域 第二種中高層住居専用地域 

⑤現況用途 一戸建ての住宅 ⑥構造 木造 

⑦階数 地上２階／地下 階 ⑧敷地面積 １６５．００㎡ 

⑨建築面積 ７１．２１㎡ ⑩延べ面積 １２２．２１㎡ 

３．調査結

果概要 

①直近の建築等の工

事の着手時点 
昭和５０年４月１日 ②検査済証の有無 

□有 

（    年 月 日） 

✓無 

②現況調査結果※１ 

 適合 下記以外の規定 

 
不適合（既存不

適格） 

法第２０条第１項（昭和５６年６月１日） 

法第２８条の２（第３号に係る部分）（平成１５年７月１日） 

法第３６条（階段の構造に係る部分）（平成１２年６月１日） 

 
不 適 合 （ そ の

他） 
法第２８条第１項 

 不明 
法第２３条、法第３５条の２、法第２８条第３項、法第３１条・法第

３６条（便所の設置に係る部分）、法第３７条 

③その他特記事項 平成１２年 バリアフリーに対応した段差解消及びトイレの更新工事 

別 添 ２ 
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④調査年月日 令和７年１月１０日 実施 

４．改変※２

の 有 無 及

び概要 

１階居室の一部で窓がベニヤ板でふさがれている。 

５．現況調

査 に 用 い

た図書 

現況図面の作成 ✓有                □無 

建築計画概要書の写し 

平面図（復元） 

６．備考 

 

 

※１ 現況調査結果：次のとおり記載します。 

適合 ：現行の規定に適合している場合 

不適合（既存不適格） ：不適合である規定のうち、既存不適格である場合（既存不適格と

なった時点をかっこ書きで記載） 

不適合（その他） ：不適合である規定のうち、既存不適格ではない場合 

不明 ：やむを得ず調査ができず適合状況がわからない規定 

※２ 直近の建築等の工事に係る検査済証の交付を受けた後に、建築基準法令の規定に適合しな

い建築等に該当しない行為（居室の採光上有効な窓をふさぐなど） 

＊ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し

添えてください。 
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■調査項目チェックリスト（調査対象の建築物に適用される規定と調査項目・調査方法） 

適用 規定 規定の内容 調査項目 調査方法 

敷地関係 （法第 43 条及び第 44条は都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用） 

✓ 法 19① 敷地の高さ ・道路との高低差 目視 

□ 法 19② 
湿潤な土地等の

衛生・安全対策 

・敷地の湿潤状況、出水履歴、土地条件等 

・盛土、地盤改良等の有無 
 

✓ 法 19③ 敷地の排水 ・敷地内の排水状況 目視 

□ 法 19④ がけ崩れ対策 
・がけの有無 

・擁壁の設置状況 
 

✓ 法 43① 接道 

・都市計画区域・準都市計画区域の指定状況 市の都市計画情報 

・特定行政庁による道路の指定状況 特定行政庁の指定道路図 

・特定行政庁による許可・認定の有無と適合状況  

・道路との接道長さ 

・前面道路幅員 
計測 

✓ 法 44① 道路内建築 

・都市計画区域・準都市計画区域の指定状況 市の都市計画情報 

・特定行政庁による道路の指定状況 特定行政庁の指定道路図 

・道路、建築物、擁壁等の位置 目視 

構造関係 

✓ 法 20① 

基礎 

・立ち上がり部分の構造、材料及び寸法 目視及び計測 

・配筋の状況 鉄筋探査 

・（令第 38 条第４項の構造計算による場合）コンク

リートの強度 
 

屋根ふき材 

外装材等 
・緊結等の状況 目視 

木材 ・構造耐力上主要な部分に使用されている木材の状況 調査可能な箇所を目視 

土台及び基礎 ・土台の緊結等の状況 調査可能な箇所を目視 

柱の小径 
・欠込み等の有無 調査可能な箇所を目視 

・部材寸法（柱の小径） 調査可能な箇所を計測 

はり等の横架材 ・欠込み等の有無 調査可能な箇所を目視 

筋かい 

・柱梁接合部及び筋かいの金物の有無及び金物種

類、緊結の状況 

・欠込み等の有無 

調査可能な箇所を目視 

・筋かいの部材寸法 計測 

軸組等 

・筋かい、耐力壁の位置 

・金物種類 
調査可能な箇所を目視 

・筋かい、耐力壁の部材寸法等の状況 目視等及び計測 

・壁量計算による必要壁量及び存在壁量、配置の確認 

・壁配置のバランス 

可能な範囲での調査結果に基づく壁

量計算 

継手又は仕口 
・柱梁接合部の金物の有無及び金物種類、緊結の状況 調査可能な箇所を目視 

・筋かいの部材寸法 計測 

防腐措置 
・腐りやすい構造である部分の下地材 

・柱、筋かい、土台の防腐・防蟻処理の状況 
目視 

塀 

・高さ、厚さ 

・控え壁、基礎の有無 
目視及び計測 

・配筋の状況 鉄筋探査 

建築設備の構造

強度 

・給湯設備の満水時の質量 

・給湯設備の形状 

・給湯設備の緊結状況 

目視 

□ 法 20② 

基準の適用上別

の建築物みなす

部分 

・相互に応力を伝えない構造方法のみで接する建築

物の部分の有無 
 

防火関係 

□ 法 61① 

防火地域・準防

火地域内の建築

物 

・防火地域、準防火地域の指定状況  

・建築物の規模に応じた耐火建築物、準耐火建築物

等の種別及び構造材の状況 

・延焼のおそれのある部分の防火設備の位置、形状等 
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適用 規定 規定の内容 調査項目 調査方法 

□ 法 61② 

基準の適用上別

の建築物みなす

部分 

・火熱遮断壁等により分離されている建築物の部分

の有無 
 

□ 法 62 屋根 
・防火地域、準防火地域の指定状況  

・屋根材の状況  

✓ 法 22① 屋根 
・法第 22 条区域の指定状況 特定行政庁による指定状況 

・屋根ふき材の状況 目視 

✓ 法 23 外壁 
・法第 22 条区域の指定状況 特定行政庁による指定状況 

・外壁材の状況 ※調査省略 

✓ 法 35の 2 内装 
・火気使用室の有無 

・内装材 
※調査省略 

設備関係 

✓ 

法 28② 

法 36 
（給水、排水その

他の配管設備の設

置及び構造に係る

部分） 

換気設備 

（調理室等を除

く） 

・開口部の面積、位置 

・給気口、排気口の位置 

※調査省略 ・機械換気設備の性能等 

・換気設備の有効換気量 

・居室の床面積 

✓ 

法 28③ 

法 36 
（給水、排水その

他の配管設備の設

置及び構造に係る

部分） 

換気設備 

（調理室等） 

・ガス設備等の有無 

・給気口、排気口の位置 

※調査省略 ・火気設備の出力等 

・機械換気設備の性能等 

・換気設備の有効換気量 

✓ 

法 31① 

法 36 
（便所の設置及び

構造に係る部分） 

便所 

（処理区域内） 

・公共下水道の処理区域 処理区域の公示 

・採光及び換気のための窓又はそれに代わる照明、

換気設備の有無 
目視 

□ 

法 31② 

法 36 
（便所の設置及び

構造並びに浄化槽

の構造に係る部

分） 

便所 

（処理区域外） 

・公共下水道の処理区域  

・浄化槽の処理性能 又は 

・くみ取便所の構造 
 

・採光及び換気のための窓又はそれに代わる照明、

換気設備の有無 

・漏水の有無 

 

✓ 法 32 電気設備 ・不具合の有無 分電盤の作動により確認 

✓ 

法 36 
（給水、排水その

他の配管設備の設

置及び構造に係る

部分） 

給排水設備 
・配管設備の設置状況 

・漏水等不具合の有無 
調査可能な箇所を目視 

材料関係 

✓ 法 37 建築材料 ・基礎のコンクリート、鉄筋の JIS への適合状況 図書等 

✓ 
法 28の 2 

二 
石綿 ・石綿の吹付けの有無 目視 

✓ 

法 28の 2

三 

クロルピリホス 
・添加の有無（添加されている場合は、５年以上が

経過していること） 
５年以上の経過を確認 

✓ 
ホルムアルデヒ

ド 

・使用の有無（使用されている場合は、５年以上が

経過していること） 
５年以上の経過を確認 

・給気口、排気口の位置、換気経路（建具のアンダ

ーカット、ガラリ等の有無） 

・換気設備の有効換気量 

・居室の面積、天井高さ 

目視 

一般構造関係 

✓ 

法 28① 

法 36 
（居室の採光面積に

係る部分） 

採光 

・居室の面積 

・開口部の寸法、開口中心からの垂直距離 

・外壁と隣地境界線等との距離 

目視・計測 

・（令１９③ただし書きの適用を受ける場合）照明

設備による床面の照度 
 

□ 法 29 
地階における居

室 

・居室の面積  

・からぼり等の有無 

・地面に接する外壁等の構造 
 

✓ 
法 36 

（天井及び床の高さ

に係る部分） 

居室の天井及び

床の高さ 

・居室の天井高さ 

・最下階の居室の床の高さ 
計測 

✓ 
法 36 

（床の防湿方法に

係る部分） 

居室の床の防湿

方法 

・最下階の床の材料 

・床下の防湿措置の状況 
目視 
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適用 規定 規定の内容 調査項目 調査方法 

・外壁の床下換気孔の状況 

✓ 
法 36 

（階段の構造に係る

部分） 
階段 

・階段及び踊場の幅員 

・階段の蹴上げ、踏面の寸法 

・手すりの設置状況、出幅の寸法 

・踊場の設置状況 

・階段に代わる傾斜路の設置状況 

目視及び計測 

用途関係 （都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用） 

✓ 法 48①～⑭ 用途 
・用途地域の指定状況 市の都市計画情報 

・兼用用途の有無及び当該用途に供する床面積  

形態関係 （都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用） 

□ 法 47 壁面線 
・壁面線の指定状況  

・壁面線と外壁との距離  

✓ 法 52①,⑦ 
用途地域等に基

づく容積率 

・指定容積率 市の都市計画情報 

・建築物の延べ面積及び敷地面積 
計測 

建築計画概要書の記載と照合 

✓ 法 52②,⑦ 
前面道路の幅員

に基づく容積率 

・用途地域等の指定状況 市の都市計画情報 

・前面道路の幅員 
計測 

建築計画概要書の記載と照合 

✓ 法 53①,② 建蔽率 

・指定建蔽率 

・防火地域、準防火地域の指定状況 
市の都市計画情報 

・建築物の建築面積及び敷地面積 
計測 

建築計画概要書に記載と照合 

□ 法 53の 2① 最低敷地面積 
・敷地面積の最低限度の指定状況  

・敷地面積  

□ 法 54① 外壁後退距離 
・外壁の後退距離の限度の指定状況  

・外壁から敷地境界線までの距離  

□ 法 55① 絶対高さ制限 
・高さの限度の指定状況  

・建築物の高さ  

✓ 法 56① 

道路高さ制限 

・用途地域の指定状況 市の都市計画情報 

・前面道路幅員 

・前面道路との高低差 

・建築物の高さ 

・道路境界線との距離 

計測（レーザー距離計）及び算定 

北側高さ制限 

・用途地域の指定状況 

・日影による高さ制限の対象区域の指定状況 
市の都市計画情報・条例の制定状況 

・真北の方角 

・真北方向の境界線との距離 

・北側隣地との高低差 

・建築物の高さ 

計測（レーザー距離計）及び算定 

✓ 法 58① 
高度地区内の建

築物 

・高度地区の指定状況 市の都市計画情報 

・建築物の高さ 計測（レーザー距離計）及び算定 

その他（条例により付加された制限） 

□ 
法 39, 40, 

68 の 2他 

地方公共団体の

条例による制限 
・地方公共団体の条例による制限の有無及び内容  
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

■現況調査結果表 

【敷地関係】 

規定 法第 19 条第１項 法第 19 条第３項 

適合状況 適合 適合 

調査結果 敷地は前面道路の境よりも高い位置に

ある。 

宅内の雨水処理のための浸透ます及び

汚水放流先の公共下水について宅内の

引き込み有り。 

詳細図等 
 

備考  

規定 法第 43 条第１項 法第 44 条第１項 

適合状況 適合 適合 

調査結果 敷地は幅員６ｍの市道に２ｍ以上接し

ている。 

道路内及び道路に突き出して建築され

ているものはない。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  
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【構造関係】 

規定 法第 20 条第１項 

適合状況 不適合（既存不適格） 

調査結果 ①基礎 

異なる構造の基礎は併用されていないため、直近の工事の着手時の規定に

は適合するが、建物北西側基礎１箇所において鉄筋探査機を用いて鉄筋の有

無を調査したところ無筋であることが判明したため、現行の規定には適合し

ない。なお、構造安全性を損なうような劣化はなかった。 

 

②土台 

 土台に使用されている木材について、床下点検口から目視による調査をし

たところ、適切に施工されており、割れや欠け等の耐力上の欠点はみられな

かった。 

また、アンカーボルトにより土台が基礎に緊結されていることを確認した。 

 

③柱 

押入れの天井にある点検口から目視により柱を確認し、寸法を実測した結

果、必要な寸法があることを確認した。 

欠込み等はなく、柱に使用された木材の品質に耐力上の欠点はみられな

かった。 

 

④はり 

押入れの天井にある点検口からはりを確認し、耐力上支障がある欠込みは

なく、はりに使用された木材の品質に耐力上の欠点はみられなかった。 

 

⑤軸組 

押入れの天井にある点検口から目視で確認するとともに、各階１箇所、壁

の一部を破壊し内部を確認したところ、当該部分は計画どおり筋かいが設置

されていたことから、図面どおり施工されているものと判断した。 

その上で、壁量計算を行った結果、現行基準には適合しないものの、直近

の工事の着手時の規定に適合していることを確認した。 

なお、筋かいに使用された木材の品質に耐力上の欠点や欠き込みはみられ

なかった。 

 

⑥接合部（継手・仕口） 

押入れの天井にある点検口から目視により、継手・仕口を確認したとこ

ろ、ボルト締、かすがい打又は込み栓打により緊結されており、現行の基準

には適合しないものの、直近の工事の着手時の基準に適合していることを確

認した。 

 

⑦屋根ふき材 

２階廊下から１階下屋部分の屋根を目視により確認したところ、瓦屋根が

下地に銅線で緊結されており、直近の工事の着手時の規定には適合するが、

現行の規定には適合していない。 

 

⑧塀 

実測の結果、高さ 1.2m、厚み 15cmであり、控え壁の設置は不要の仕様だ

った。目視により調査した結果、塀にひび割れはなく、倒壊の危険性はない
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基礎の配筋の状況に 

関する調査結果 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

と判断した。鉄筋探査機により塀内部の配筋間隔及び鉄筋径を確認し、現行

の基準を満たしていると判断した。 

 

⑨給湯設備 

給湯機（品番：○○○○）上部が壁に固定され、転倒防止措置が講じ

られていた。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

  

備考 耐震改修により Iw値を 1.0 以上とすることで、構造耐力上の危険性が増大

しない大規模の模様替として、既存不適格の緩和を適用する予定 
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

【防火関係】 

規定 法第 22 条第１項 

適合状況 適合 

調査結果 ・法第 22条区域に指定されている。 

・２階から１階屋根の使用材料を目視により確認したところ、粘土瓦であるこ

とを確認した。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  

規定 法第 23 条 

適合状況 不明 

調査結果 ・法第 22条区域に指定されている。 

・北西側１階の外壁材を目視により確認したところ、窯業系サイディングであ

ることを確認できたが、詳細な断面構成は不明。 

※詳細な調査は省略 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  改修によりすべての外壁をやり替え、現行の規定に適合させる計画であるた

め、詳細な調査を省略した。 
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

規定 法第 35 条の２ 

適合状況 不明 

調査結果 火気使用室である台所に使用されている内装材の仕様は不明。 

※詳細な調査は省略 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考 改修によりガスコンロからＩＨクッキングヒーターに交換し、火気使用室に

は該当しなくなる計画であるため、詳細な調査を省略した。 
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

【設備関係】 

規定 法第 28 条第２項 

適合状況 不明 

調査結果 居室に換気に有効な開口部が設けられている。 

※詳細な調査は省略。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  改修によりすべての外壁をやり替え、現行の規定に適合させる計画であるた

め、調査を省略した。 

規定 法第 28 条第３項 

適合状況 不明 

調査結果 
換気設備の仕様が不明なため、有効換気量が確認できなかった。 

※詳細な調査は省略 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考   改修によりガスコンロからＩＨクッキングヒーターに交換し、火気使用室に

は該当しなくなる計画であるため、詳細な調査を省略した。 
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

規定 法第 31 条・法第 36 条（便所の設置及び構造に係る部分） 

適合状況 適合 

調査結果 公共下水道の処理区域内であり、公共下水道に接続された水洗便所が設置され

ている。また、便所内には窓及び換気扇が設置されている。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考   

規定 法第 32 条 

適合状況 適合 

調査結果 分電盤を確認し、通電状況には問題なかった。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

規定 法第 36 条（給水、排水その他の配管設備の設置及び構造に係る部分） 

適合状況 適合 

調査結果 飲料水の配管設備とその他の配管設備は直接連結されていないことを確認し

た。飲料水の逆流防止のための措置が講じられていることを確認した。 

給水タンクは衛生上支障がない構造であることを確認した。 

排水のための配管設備は、排水トラップが設置されていることを確認した。

排水設備の末端は公共下水道に接続されていることを確認した。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

【材料関係】 

規定 法第 37 条 

適合状況 不明 

調査結果 基礎のコンクリート及び鉄筋の品質については、図書が残っておらず確認でき

なかった。 

なお、構造安全性を損なうような著しい劣化は確認されなかった。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考 「既存建築物の増築等に係る建築基準法上の取扱いについて」（技術的助言）

（令和７年３月 26日付国住指第 517 号）の運用により既存不適格の緩和を適用

させる。 

規定 法第 28 条の２（第二号に係る部分） 

適合状況 適合 

調査結果 押入れの天井にある点検口から小屋裏内部を目視した結果、吹付による仕上げ

や断熱材の使用はなかった。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

規定 法第 28 条の２（第三号に係る部分） 

適合状況 不適合（既存不適格） 

調査結果 クロルピリホスの添加の有無は不明だが、竣工後５年以上経過していること

から、制限の対象となる建築材料に該当しない。 

内装材へのホルムアルデヒドの添加の有無は不明だが、５年以上経過してい

ることから、制限の対象となる建築材料に該当しない。 

令第 20 条の８第１号に規定された機械換気設備は設置されていない。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  改修により換気設備を新たに設置し、現行の規定に適合させる予定。 
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

【一般構造関係】 

規定 法第 28 条第１項・法第 36 条（居室の採光面積に係る部分） 

適合状況 不適合（その他） 

調査結果 洋室１の窓がベニヤ板でふさがれており、採光上有効な面積を確保できていな

い。 

※詳細な調査を省略 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考 改修によりすべての外壁をやり替え、現行の規定に適合させる計画であるた

め、詳細な調査を省略した。 

規定 法第 36 条（天井及び床の高さ、床の防湿方法に係る部分） 

適合状況 適合 

調査結果 居室の天井高さは、現地で実測した結果 2.4ｍ≧2.1ｍであり、必要高さを満

たしている。 

床の高さは、現地で実測した結果、直下の地面からその床の上面まで６９ｃｍ

≧４５ｃｍであり、適切に換気孔が設けられている。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

規定 法第 36 条（階段の構造に係る部分） 

適合状況 不明 

調査結果 階段の手すりは設置されていない。 

※詳細な調査は省略 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  改修により階段を付け替え、現行の規定に適合させる計画であるため、詳

細な調査を省略した。 
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

【用途関係】 

規定 法第 48 条第４項 

適合状況 適合 

調査結果 用途地域は第二種中高層住居専用地域であり、建築物の用途は一戸建ての専

用住宅であるため、適合している。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

  

備考  
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調査箇所や調査結果 

が分かる写真 

※適宜必要な枚数を掲載 

【形態関係】 

規定 法第 52 条第１項 法第 52 条第２項 法第 53 条第１項 

適合状況 適合 適合 適合 

調査結果 敷地面積、延べ面積、建築面積について実測した値を建築計画概要書と照合し、整

合を確認した。 

敷地内には、当該図面に記載された建築物以外の建築物はなかった。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考 
 

規定 法第 56 条第１項 法第 58 条第１項 

適合状況 適合 適合 

調査結果 レーザー距離計により軒下までの高

さを計測し、屋根勾配から算定した建

築物の高さの値を、建築計画概要書と

照合し、整合を確認した。 

レーザー距離計により軒下までの高

さを計測し、屋根勾配から算定した建

築物の高さの値を、建築計画概要書と

照合し、整合を確認した。 

調査箇所の

写真、詳細

図等 

 

備考  
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■調査箇所や結果を示した図面の一例（復元平面図） 

 

 

 
名称に※がついている図版の出典は以下のとおり。なお、一部国土交通省において加工している。 

「改正建築基準法２階建ての木造一戸建て住宅（軸組構法）等の確認申請・審査マニュアル」，一般財団法人 

日本建築防災協会／一般財団法人 建築行政情報センター発行，国土交通省住宅局建築指導課参事官（建築企画

担当）付編集協力，2024 年 11 月第３版 

 

 

基礎確認箇所 → 

縮尺：1/100 

１階平面図※ 

縮尺：1/100 

２階平面図※ 

筋かい確認箇所 
 
 
↓ 

筋かい確認箇所 
 
 
↓ 


